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令和４年度可児市集団指導 

資料３ 

地域密着型サービス（介護予防含む）の区域外利用について 

 

地域密着型サービスとは 

 高齢者が中重度の要介護状態となっても、可能な限り住み慣れた自宅または地域で生活を継続できるようにするため、身近な市区

町村で提供されるのが地域密着型サービスです。 

 地域密着型サービスは、原則としてサービス事業所が所在する市町村の被保険者のみが利用できることとされています。 

 ただし、特別な事情がある場合は、事業所所在地の市町村長の同意が得られた時に限り、例外として区域外の被保険者の利用が

可能とされています。 

※介護予防・日常生活支援総合事業は、事業所が指定を受けている市町村の被保険者であれば利用できます。（更新及び区分変

更により、要介護となった場合に継続して利用できなくなる可能性があります。） 
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区域外の利用に係る同意について 

1.他市町村の被保険者が可児市の地域密着型サービスの利用を希望するとき 

 他市町村の被保険者（利用希望者）が可児市に所在する地域密着型サービス事業所の利用を希望する場合は、サービスを利

用する前に、利用希望者ごとに可児市の同意を得る必要があります（必ず利用が認められるものではありません）。 

 また、事業所は、保険者の事業所指定を受ける必要があります。 

 必要な手続きがなくサービスを利用した場合は、介護保険の利用ができず、全額自己負担となります。 

 

2.可児市の被保険者が他市町村の地域密着型サービスの利用を希望するとき 

 可児市の被保険者（利用希望者）が他市町村に所在する地域密着型サービス事業所の利用を希望する場合は、サービスを利

用する前に、利用希望者ごとに事業所所在市町村の同意を得る必要があります（必ず利用が認められるものではありません）。 

 また、事業所は、可児市の事業所指定を受ける必要があります。 

 必要な手続きがなくサービスを利用した場合は、介護保険の利用ができず、全額自己負担となります。 
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1.他市町村の被保険者が可児市の地域密着型サービスの利用を希望するとき 

○利用開始までの必要な手続きの流れ ※利用希望者ごとに一連の手続きが必要です。

他市町村の被保険者 

（市内事業所利用希望者） 
利用希望者の保険者 

可児市 

（介護保険課） 

市内事業所 

（地域密着型サービス） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市内事業所に利用の可

否を確認 
利用の可否を検討 

内諾及び利用希望者に

説明 

（利用希望者に係る保険

者の事業所指定を受ける

までは利用できない） 

可児市及び利用希望者

の保険者に事前連絡し、

手続き方法を確認 

（利用希望者、担当ケア

マネ、事業所間で情報共

有の上事前連絡する） 

利用希望者に手続き方

法の説明 

手続きの準備を開始 

保険者に区域外利用に

係る書類を提出 

（保険者の指示に従い手

続きを進める） 

協議の可否を検討 

事業所と契約 

可児市に利用の同意に

係る協議 

 

 

 

 

協議 

利用の同意決定受理 

事業所に事業所指定申

請を案内 

事業所指定に係る審査 

事業所指定決定 

同意の可否を検討 

利用の同意決定 

事業所指定申請 

事業所指定決定受理 

利用希望者と契約 
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2.可児市の被保険者が他市町村の地域密着型サービスの利用を希望するとき 

○利用開始までの必要な手続きの流れ ※利用希望者ごとに一連の手続きが必要です。 

可児市の被保険者 

（市外事業所利用希望者） 

可児市 

（介護保険課） 
事業所所在市町村 

市外事業所 

（地域密着型サービス） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市外事業所に利用の可

否を確認 
利用の可否を検討 

内諾及び利用希望者に

説明 

（利用希望者に係る可児

市の事業所指定を受ける

までは利用できない） 

可児市及び事業所所在

市町村に事前連絡し、手

続き方法を確認 

（利用希望者、担当ケア

マネ、事業所間で情報共

有の上事前連絡する） 

利用希望者に手続き方

法の説明及び区域外利

用に係る書類の送付 

手続きの準備を開始 

可児市に区域外利用に

係る書類を提出 

（利用希望者、担当ケア

マネまたは事業所が提

出） 

協議の可否を検討 

事業所と契約 

事業所所在市町村に利

用の同意に係る協議 

 

 

 

 

協議 

利用の同意決定受理 

事業所に事業所指定申

請を案内 

事業所指定に係る審査 

事業所指定決定 

同意の可否を検討 

利用の同意決定 

事業所指定申請 

事業所指定決定受理 

利用希望者と契約 
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住所地特例対象者の特定地域密着型サービスの利用について 

 住所地特例対象者については、住民票所在地の特定地域密着型サービス及び特定地域密着型介護予防サービス（※1）を利用

することができるため、住所地市町村の指定を受けている事業所であれば利用できます（介護予防・日常生活支援総合事業も同

様）。 

 住所地特例対象者とは、住所地特例対象施設（※2）に住民票を移した上で入所（入居）した者です（この場合、保険者は住民票

の異動前の市町村となります）。 

 例えば、A 市から可児市の有料老人ホームに入所し、住民票も同施設に異動した場合、住所地は可児市となりますが、介護保険の

保険者は A市のままとなります。この場合、可児市が指定する地域密着型通所介護を利用することができます。 

※１ 特定地域密着型サービス 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能

型居宅介護、複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護） 

特定地域密着型介護予防サービス 

介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護 

※２ 住所地特例対象施設 
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介護保険施設：介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院 

特定施設：有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム等 

※対象外施設：認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設 


